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榎
本

　
博

　
提
出

　
学
位
申
請
論
文

　
　
『
日
本
近
世
に
お
け
る
地
域
政
治
と
知
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
申
請
論
文
は
、
日
本
近
世
に
お
け
る
「
地
域
政
治
」
お
よ
び
そ
の
基
盤
で
あ
る
「
家
」「
知
」

に
着
目
し
、
地
域
社
会
の
存
立
構
造
の
解
明
を
論
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
し

た
地
域
は
一
八
～
一
九
世
紀
の
武
蔵
・
下
総
・
常
陸
で
あ
る
。
申
請
者
は
、「
地
域
政
治
」
と

は
諸
集
団
・
諸
階
層
が
地
域
社
会
の
不
安
定
さ
を
克
服
し
よ
う
と
交
錯
す
る
不
断
の
具
体
的

な
過
程
と
考
え
、
「
家
」
と
は
祖
先
崇
拝
・
祭
祀
を
通
じ
て
世
代
を
超
え
て
連
続
し
て
い
く
祖

孫
一
体
の
永
遠
の
生
命
体
と
観
念
、「
知
」
と
は
広
義
に
は
一
般
的
な
知
識
、
あ
る
い
は
人
々

が
生
き
る
う
え
で
拠
り
所
と
す
る
価
値
観
、
と
規
定
す
る
。
論
文
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
、

第
一
部
で
は
地
域
政
治
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
展
開
、
第
二
部
は
一
八
世
紀
以
降
の
地
域
政

治
を
担
う
家
や
地
域
全
般
の
家
・
家
意
識
、
第
三
部
は
地
域
政
治
を
担
う
家
が
得
た
情
報
・
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－ 3 － － 2 －

知
識
の
管
理
・
継
承
過
程
を
論
じ
て
お
り
、
以
下
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　
　
　
序
章

　
本
論
の
問
題
意
識
と
研
究
視
角

　
　
第
一
部

　
地
域
政
治
の
歴
史
的
展
開

　
　
　
第
一
章

　
幕
府
治
水
政
策
と
治
水
組
合
の
成
立

　
　
　
第
二
章

　
水
利
普
請
組
合
の
歴
史
的
展
開

　
　
　
第
三
章

　
捉
飼
場
と
餌
差
・
鳥
猟
の
展
開

　
　
　
第
四
章
　
武
州
八
ヶ
領
捉
飼
場
に
お
け
る
野
廻
り
役
の
職
務
と
機
能

　
　
第
二
部

　
家
と
地
域
政
治
の
再
生
産
構
造

　
　
　
第
五
章
　
一
八
世
紀
以
降
に
お
け
る
家
・
家
意
識
の
展
開

　
　
　
第
六
章
　
武
士
と
の
交
流
に
見
る
家
意
識
の
展
開

　
　
　
第
七
章
　
一
九
世
紀
に
お
け
る
村
役
人
家
の
「
家
紀
」
編
纂
と
情
報
管
理

　
　
第
三
部
　
地
域
社
会
に
お
け
る
知
の
継
承

　
　
　
第
八
章
　
蔵
書
群
構
造
か
ら
み
た
地
域
社
会
の
知
の
特
質

　
　
　
第
九
章

　
藩
政
を
め
ぐ
る
村
役
人
家
の
蔵
書
と
献
策
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－ 3 － － 2 －

　
　
　
第
十
章

　
家
と
知
の
継
承

　
　
　
終
章

　
本
研
究
の
成
果
と
展
望

　
序
章
で
は
、
「
地
域
政
治
」「
家
」「
知
」
に
関
す
る
研
究
史
と
本
論
文
の
課
題
を
整
理
し
て

い
る
。

　
第
一
部
は
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
武
蔵
国
・
下
総
国
に
お
け
る
幕
府
の
治
水
や
鷹
場
に
関

す
る
政
策
を
事
例
に
、
諸
集
団
・
諸
階
層
の
交
錯
の
場
と
し
て
地
域
政
治
が
成
立
す
る
過
程

や
変
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
一
八
世
紀
に
用
水
組
合
や
捉
飼
場
に
設
定
さ
れ
た
地
域
に
お

い
て
、
領
主
支
配
と
人
々
の
生
活
と
が
交
錯
し
、
そ
こ
に
両
者
の
利
害
を
調
整
す
る
地
域
政

治
の
領
域
が
現
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
第
一
章
で
は
、
幕
府
の
治
水
政
策
の
転
換
と
、
武
蔵
北
部
に
お
け
る
自
普
請
・
水
利
普
請

組
合
の
形
成
を
分
析
し
、
地
域
政
治
の
成
立
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
一
八
世
紀
に
幕
府
が
治

水
政
策
を
転
換
し
、
幕
府
・
領
主
が
担
っ
て
い
た
治
水
の
役
割
と
費
用
を
村
々
に
転
嫁
す
る

よ
う
に
な
り
、
村
々
に
自
普
請
組
合
を
設
定
し
、
普
請
負
担
を
巡
り
領
主
と
地
域
と
が
せ
め

ぎ
合
う
よ
う
に
な
る
。
普
請
に
あ
た
っ
て
村
々
や
領
主
と
の
負
担
に
関
す
る
利
害
調
整
が
常
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－ 5 － － 4 －

に
必
要
と
な
り
、
組
合
に
調
整
機
関
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
、
組
合
に
地
域
政
治
の
権

限
が
付
与
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
二
章
で
は
、
寛
政
期
以
降
の
上
納
助
成
金
の
運
用
を
事
例
に
、
奈
良
堰
普
請
組
合
の
地

域
政
治
の
歴
史
的
展
開
を
検
討
し
て
い
る
。
治
水
に
関
わ
る
地
域
政
治
の
機
能
を
持
っ
た
水

利
普
請
組
合
に
お
い
て
、
領
主
の
政
策
や
地
域
政
治
の
担
い
手
が
推
移
す
る
こ
と
で
、
地
域

政
治
が
歴
史
的
に
展
開
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
第
三
章
で
は
、
幕
府
の
鷹
場
で
あ
る
捉
飼
場
に
お
け
る
地
域
政
治
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

る
。
宝
暦
期
に
鷹
場
の
取
締
り
が
強
化
さ
れ
、
捉
飼
場
で
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
鳥
猟
が
摘
発

さ
れ
る
事
件
が
多
発
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
広
域
支
配
と
地
域
の
生
活
と
の
間
の
矛
盾

が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
地
域
社
会
で
は
鳥
猟
を
黙
認
し
て
、
あ
た
か
も
鳥
を
め
ぐ
る

広
域
支
配
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
取
繕
っ
た
と
考
察
す
る
。
こ
こ
に
、
地
域
社
会

と
広
域
支
配
の
矛
盾
を
調
整
す
る
政
治
領
域
が
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。

　
第
四
章
で
は
、
武
蔵
東
部
を
事
例
に
、
地
域
政
治
を
担
う
野
廻
り
役
に
つ
い
て
検
証
し
て

い
る
。
野
廻
り
役
の
職
務
は
鳥
類
の
飛
来
・
生
息
の
把
握
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
宝
暦
期
以
降
、
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廻
村
や
文
書
に
よ
る
鷹
場
の
取
締
り
が
重
視
さ
れ
て
い
き
、
村
々
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
た
。

野
廻
り
役
は
結
果
的
に
は
地
域
の
取
締
り
を
緩
め
、
幕
府
の
支
配
は
弛
緩
す
る
。
支
配
の
弛

緩
は
、
地
域
の
有
力
者
を
野
廻
り
役
に
登
用
し
、
捉
飼
場
の
管
理
・
取
締
ま
り
を
委
ね
た
と

い
う
体
制
的
な
問
題
に
起
因
し
て
お
り
、
野
廻
り
役
は
、
幕
府
の
捉
飼
御
用
を
支
え
つ
つ
も
、

地
域
の
人
々
の
鳥
猟
を
黙
認
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
察
し
、
こ
こ
に
地
域
社
会
に
お
け
る

地
域
政
治
の
意
義
が
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
第
二
部
で
は
、
地
域
政
治
を
担
う
村
役
人
の
家
・
家
意
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
水
戸
藩

領
の
常
陸
国
牛
堀
・
永
山
村
を
事
例
に
検
討
し
て
い
る
。
こ
と
に
一
八
世
紀
以
降
に
家
意
識

を
高
揚
さ
せ
、
武
家
と
の
関
係
を
も
構
築
し
な
が
ら
、
家
の
存
続
が
図
ら
れ
て
い
く
過
程
を

分
析
す
る
。

　
第
五
章
で
は
、
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
い
た
る
百
姓
の
家
の
存
立
状
況
を
分
析
す
る
。

一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
新
旧
・
階
層
を
問
わ
ず
、
百
姓
の
家
が
絶
家
・
新
規
分
家
な
ど
で
流

動
化
し
た
た
め
、
却
っ
て
地
域
の
な
か
で
家
の
継
承
を
強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
。
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
村
役
人
・
豪
農
な
ど
一
部
の
上
層
農
民
が
家
意
識
を
高
揚
さ
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せ
て
い
っ
た
と
考
察
す
る
。

　
第
六
章
で
は
、
百
姓
の
家
が
武
士
の
家
と
交
流
す
る
過
程
や
諸
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。

上
層
百
姓
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
百
姓
層
も
武
士
と
交
流
を
取
り
結
び
、
由
緒
を
入
手
し
て

家
格
を
上
昇
さ
せ
た
り
、
家
意
識
を
強
く
意
識
し
て
い
っ
た
事
例
を
分
析
し
、
百
姓
が
武
士

と
の
交
流
を
重
ね
な
が
ら
地
位
や
特
権
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
考
察
し
て
い
る
。
一
方
で

武
士
と
百
姓
が
、
由
緒
や
歴
史
を
通
じ
て
双
方
向
的
に
取
り
結
ば
れ
な
が
ら
も
、
他
方
で
両

者
の
家
意
識
は
互
い
に
相
容
れ
な
い
部
分
が
存
在
し
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
る
。

　
第
七
章
で
は
、
家
の
記
録
『
家
記
』
の
編
纂
過
程
を
検
討
し
、
家
の
由
緒
の
形
成
や
家
意

識
と
も
に
、
地
域
の
歴
史
意
識
・
地
域
意
識
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
常
陸
国
牛
堀
・

永
山
村
の
豪
農
須
田
家
が
、
文
政
期
前
後
に
世
襲
の
庄
屋
相
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
な
か
で
、『
家

記
』
編
纂
や
膨
大
な
文
書
の
収
集
や
家
の
情
報
の
整
理
が
行
わ
れ
る
過
程
を
検
討
し
て
い
る
。

そ
の
成
果
と
な
っ
た
家
の
情
報
は
家
の
内
外
で
使
い
分
け
ら
れ
た
と
す
る
。
外
に
は
文
書
で

裏
付
け
ら
れ
る
近
世
前
期
以
降
の
歴
史
が
示
さ
れ
、
家
の
存
立
に
か
か
わ
る
歴
史
を
秘
匿
し

な
が
ら
、
一
九
世
紀
に
『
家
記
』
が
成
立
す
る
と
考
察
し
て
い
る
。
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第
三
部
で
は
、
知
識
や
情
報
が
広
が
る
一
九
世
紀
に
、
村
役
人
・
豪
農
・
中
間
層
の
家
が
「
知
」

を
い
か
に
管
理
・
利
活
用
・
継
承
し
て
い
た
の
か
を
、
書
物
・
記
録
類
の
分
析
や
「
知
」
の

秘
匿
な
ど
の
様
相
か
ら
、
家
の
地
位
や
権
威
を
再
生
産
し
て
い
っ
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
第
八
章
で
は
、
須
田
家
の
蔵
書
目
録
を
分
析
し
、
同
家
の
蔵
書
の
形
成
過
程
と
特
質
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
。
蔵
書
は
、
家
の
再
興
、
経
済
的
・
政
治
的
な
上
昇
を
背
景
に
、
各
歴

代
当
主
の
文
化
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
に
よ
っ
て
入
手
経
路
が
広
が
り
、
書
物
も
多
様

な
内
容
に
な
り
形
成
さ
れ
た
。
蔵
書
は
、
家
の
存
続
に
抵
触
す
る
情
報
が
秘
匿
さ
れ
、
そ
の

秘
匿
性
に
よ
っ
て
蔵
書
群
の
階
層
づ
け
が
み
ら
れ
た
。
秘
匿
さ
れ
た
蔵
書
以
外
は
、
限
ら
れ

た
血
縁
関
係
な
ど
の
家
同
士
で
共
有
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る
。

　
第
九
章
で
は
、
蔵
書
の
知
が
い
か
に
地
域
政
治
の
な
か
で
利
活
用
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し

て
い
る
。
須
田
家
が
秘
匿
し
た
蔵
書
は
、
家
固
有
の
知
的
資
産
と
な
り
、
後
代
に
継
承
さ
れ

て
い
き
、
特
に
、
農
政
や
地
方
支
配
に
関
す
る
記
録
類
・
蔵
書
が
よ
り
重
要
視
さ
れ
た
。
水

戸
藩
の
天
保
検
地
に
あ
た
っ
て
、
須
田
氏
は
、
水
戸
藩
儒
者
の
藤
田
幽
谷
『
勧
農
或
問
』
に

接
し
、
一
方
で
所
蔵
の
地
方
書
・
農
政
書
を
活
用
し
て
、
郡
奉
行
手
代
宛
に
献
策
書
を
提
出
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し
た
。
献
策
の
内
容
は
、
大
地
主
経
営
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
水
戸
藩
農
政
へ
の
批
判
と
、

貧
民
救
済
へ
の
提
案
で
あ
る
。
こ
の
献
策
は
、
須
田
家
お
よ
び
地
域
の
経
済
活
動
と
自
家
の

経
営
、
商
業
化
が
進
展
す
る
農
村
の
現
状
を
、
検
地
・
限
田
制
と
い
っ
た
水
戸
藩
の
支
配
強

化
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
第
十
章
で
は
、
須
田
氏
の
本
家
と
分
家
に
よ
る
記
録
や
蔵
書
の
取
り
扱
い
、
そ
の
継
承
過

程
を
検
討
し
、
家
に
蓄
積
さ
れ
た
知
が
い
か
に
後
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討

し
て
い
る
。
本
家
が
水
戸
藩
か
ら
処
罰
を
受
け
る
中
で
、
分
家
は
本
家
の
経
営
を
受
け
継
ぎ
、

本
家
が
勤
め
た
庄
屋
役
や
大
御
山
守
役
な
ど
の
役
職
に
就
い
て
本
家
を
補
佐
し
て
い
く
。
た

だ
分
家
が
次
第
に
自
立
し
本
家
を
凌
ぐ
よ
う
に
な
る
と
、
本
家
は
分
家
に
記
録
類
を
譲
渡
せ

ず
自
家
の
位
置
を
守
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
過
程
を
通
じ
て
、
近
世
に
お
い
て
記
録
類
＝
知
が

家
を
超
え
て
は
継
承
さ
れ
に
く
い
と
論
じ
、
情
報
の
公
開
と
近
代
へ
の
移
行
を
結
び
つ
け
る

近
年
の
近
世
情
報
論
研
究
に
訂
正
を
迫
っ
て
い
る
。

　
終
章
で
は
、
本
論
の
検
証
結
果
を
ま
と
め
研
究
を
展
望
し
て
い
る
。
日
本
近
世
に
お
け
る

地
域
政
治
は
、
一
八
世
紀
に
領
主
支
配
と
地
域
の
生
活
と
の
矛
盾
が
生
成
す
る
領
域
に
生
じ
、
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一
九
世
紀
に
は
歴
史
的
に
展
開
し
て
い
く
。
ま
た
、
一
八
世
紀
以
降
、
武
家
と
地
域
と
の
交

流
や
家
意
識
の
高
揚
が
進
展
し
、
地
域
の
人
々
が
歴
史
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
蔵
書
を
形
成
す

る
過
程
で
「
知
」
が
創
造
さ
れ
継
承
さ
れ
て
い
く
と
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
政
治
に

関
与
す
る
階
層
が
知
を
共
有
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
地
域
政
治
を

展
開
さ
せ
て
い
た
と
主
張
す
る
。

　
　
　
　
　
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
近
年
の
近
世
地
域
社
会
研
究
で
は
、
領
主
と
地
域
の
合
意
形
成
や
そ
の
実
務
的
な
処
理
の

過
程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
地
域
政
治
を
担
う
村
役
人
層
あ
る
い
は

豪
農
・
中
間
層
が
実
務
を
行
う
た
め
の
知
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、

村
役
人
層
な
ど
個
々
の
家
や
そ
の
知
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
詳
し
く
追
求
さ
れ
る
研
究
は
少

な
か
っ
た
。
申
請
論
文
で
は
、
ま
ず
一
八
世
紀
に
お
け
る
地
域
政
治
の
成
立
を
、
村
・
地
域
・

領
主
支
配
を
総
合
的
に
捉
え
な
が
ら
論
じ
る
。
つ
い
で
村
役
人
層
の
家
や
そ
の
知
の
あ
り
方
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に
つ
い
て
実
証
的
か
つ
詳
細
に
検
討
し
、
彼
ら
の
知
が
地
域
の
家
・
家
意
識
に
規
定
さ
れ
る

と
と
も
に
、
武
士
の
家
や
知
と
共
有
さ
れ
る
部
分
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
具
体
的
に
検
証
し

た
。
か
つ
地
域
政
治
と
知
の
関
係
に
考
察
を
加
え
、
蔵
書
や
知
が
公
開
さ
れ
な
が
ら
近
代
社

会
が
成
立
し
て
い
く
と
い
う
研
究
動
向
を
批
判
し
な
が
ら
、
近
世
特
有
の
知
と
そ
の
展
開
過

程
を
も
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
本
論
文
の
学
術
的
な
意
義
が
見
い
だ
せ
る
。

　
申
請
論
文
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
第
一
部
で
は
地
域
政
治
の
成
立
と
そ
の
歴
史
的
展
開
、

第
二
部
は
一
八
世
紀
以
降
の
地
域
政
治
を
担
う
家
や
地
域
全
般
の
家
・
家
意
識
、
第
三
部
は

地
域
政
治
を
担
う
家
が
得
た
情
報
・
知
の
管
理
・
継
承
過
程
を
論
じ
て
い
る
。

　
第
一
部
で
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
幕
府
支
配
と
地
域
の
生
活
の
矛
盾
の
中
で
、
そ
の

調
整
と
地
域
を
守
る
た
め
に
地
域
政
治
が
生
ま
れ
、
そ
れ
を
担
う
村
役
人
・
豪
農
・
中
間
層

が
成
長
す
る
と
論
じ
て
お
り
、
従
来
あ
ま
り
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
普
請
組
合
・
捉

飼
場
な
ど
の
実
態
を
そ
の
全
貌
も
含
め
て
検
証
し
な
が
ら
、
地
域
政
治
が
成
立
す
る
契
機
を

論
じ
て
い
る
。
第
一
章
・
第
二
章
で
は
、
利
根
川
・
荒
川
に
挟
ま
れ
た
武
蔵
北
部
の
普
請
組

合
の
展
開
と
幕
府
政
策
の
矛
盾
を
論
じ
、
第
三
章
・
第
四
章
で
は
幕
府
鷹
場
の
一
つ
で
あ
る
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捉
飼
場
の
範
囲
を
確
定
し
て
図
示
す
る
な
ど
、
従
来
の
鷹
場
研
究
の
不
足
を
補
い
、
か
つ
幕

府
支
配
の
矛
盾
と
地
域
社
会
の
変
化
の
な
か
で
野
廻
り
役
が
両
者
を
調
停
し
て
い
く
過
程
に
、

地
域
政
治
と
そ
れ
を
担
う
層
の
形
成
を
論
じ
て
お
り
、
実
証
的
に
検
証
を
重
ね
な
が
ら
、
村
・

地
域
・
領
主
支
配
を
総
合
的
に
考
察
し
て
地
域
政
治
と
い
う
領
域
が
生
成
す
る
と
主
張
し
て

お
り
、
首
肯
で
き
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
部
で
は
、
村
役
人
層
な
ど
が
一
八
世
紀
後
半
か
ら
家
意
識
を
持
つ
過
程
を
、
地
域
の

歴
史
や
武
士
層
と
の
関
係
を
通
し
て
、
記
録
を
作
成
し
て
い
く
事
情
や
、
そ
こ
で
形
成
さ
れ

る
歴
史
意
識
に
注
目
す
る
。
水
戸
藩
領
の
常
陸
南
部
に
居
住
す
る
豪
農
須
田
氏
と
、
そ
の
周

辺
村
落
を
事
例
に
、
第
五
章
で
は
、
百
姓
の
家
が
一
八
世
紀
半
ば
以
降
か
ら
家
意
識
を
高
揚

さ
せ
て
い
っ
た
と
考
察
し
、
第
六
章
で
は
身
分
格
差
が
あ
る
武
士
と
百
姓
と
の
由
緒
や
歴
史

意
識
を
め
ぐ
る
交
流
に
注
目
し
、
第
七
章
で
は
須
田
家
が
存
続
の
危
機
に
直
面
し
な
が
ら
自

家
の
記
録
を
収
集
し
、
情
報
の
公
開
と
秘
匿
を
整
理
し
な
が
ら
歴
史
意
識
を
形
成
し
『
家
記
』

を
編
纂
す
る
姿
を
論
じ
て
お
り
、
情
報
公
開
に
つ
い
て
の
提
起
は
現
在
の
研
究
動
向
に
疑
問

を
呈
し
て
い
る
。
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第
三
部
で
は
、
近
年
の
書
物
研
究
の
成
果
を
取
り
込
み
、
豪
農
・
中
間
層
に
よ
る
蔵
書
の

形
成
を
精
緻
に
考
察
し
、
そ
の
知
を
応
用
し
な
が
ら
地
域
政
治
へ
参
画
し
て
い
く
過
程
と
、

そ
の
知
の
特
質
お
よ
び
継
承
を
論
じ
て
い
る
。
第
八
章
で
は
、
須
田
家
の
蔵
書
の
特
徴
と
と

も
に
、
蔵
書
が
家
の
政
治
的
経
済
的
な
上
昇
と
と
も
に
形
成
さ
れ
る
過
程
を
具
体
的
に
論
じ
、

第
九
章
で
は
、
須
田
家
が
秘
匿
し
た
蔵
書
の
知
が
地
域
政
治
の
な
か
で
活
用
さ
れ
た
の
か
を
、

水
戸
藩
の
天
保
改
革
を
通
じ
て
検
討
し
、
第
十
章
で
は
須
田
家
の
本
家
分
家
と
相
互
の
蔵
書

の
関
係
に
注
目
し
、
水
戸
藩
に
処
罰
さ
れ
た
本
家
と
役
職
を
継
承
し
た
分
家
が
、
蔵
書
や
記

録
を
所
蔵
し
秘
匿
・
継
承
す
る
過
程
を
論
じ
な
が
ら
、
近
世
固
有
の
知
が
、
必
ず
し
も
近
代

の
知
の
公
開
に
繋
が
っ
て
は
い
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
近
年
の
研
究
に
対
す
る

疑
義
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
、
近
世
地
域
社
会
論
研
究
お
よ
び
近
世
の
書
物
史
研
究
や
情
報
・
知
の
問
題
な
ど
、

近
年
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
分
野
に
対
し
、
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
新
た
な
知
見
や
論
点
を

提
示
し
た
点
で
、
申
請
論
文
は
学
術
的
価
値
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
意
欲
的
な
論
文

で
あ
る
だ
け
、
問
題
点
も
見
い
だ
せ
る
。
例
え
ば
、
地
域
政
治
の
生
成
に
対
し
、
一
八
世
紀

【履歴書】榎本先生.indd   12 2020/02/27   17:07:34



－ 13 － － 12 －

以
降
に
幕
府
の
支
配
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
は
近
世
社

会
の
発
展
の
中
で
幕
府
の
支
配
の
矛
盾
が
顕
在
化
す
る
時
期
で
あ
り
、
か
つ
地
域
社
会
が
経

済
的
・
文
化
的
に
発
達
し
、
豪
農
・
中
間
層
が
成
立
す
る
画
期
で
あ
り
、
幕
府
の
支
配
の
矛

盾
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
多
様
な
変
化
か
ら
地
域
政
治
の
成
立
が
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
。
ま
た
村
役
人
・
豪
農
・
中
間
層
の
知
の
検
討
が
政
治
経
済
情
報
だ
け
に
偏
り
、
蔵

書
の
中
心
と
な
っ
た
漢
籍
・
歴
史
・
文
学
・
和
歌
・
俳
諧
な
ど
に
及
ん
で
お
ら
ず
、
文
化
と

し
て
の
知
の
検
討
に
着
手
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
幕
末
水
戸
藩
の
抗
争
の
中
で
須
田
本
家
が

処
罰
さ
れ
て
い
く
過
程
な
ど
、
考
察
す
る
問
題
は
残
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
近
年
の
近
世
史
研
究
の
成
果
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
一
八
世
紀
に
お
け
る
地

域
政
治
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
、
家
・
村
・
地
域
・
幕
府
支
配
と
い
う
要
素
を
総
合
的
に

論
じ
る
と
と
も
に
、
村
役
人
・
豪
農
・
中
間
層
の
知
の
形
成
を
解
明
し
、
一
九
世
紀
に
お
け

る
地
域
社
会
の
展
開
に
家
意
識
や
蔵
書
形
成
の
問
題
を
位
置
づ
け
、
新
た
な
知
見
や
論
点
を

見
出
し
た
こ
と
は
、
今
後
の
近
世
史
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
よ
っ
て
本
論
文
の

提
出
者
榎
本
博
は
、
博
士
（
歴
史
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
。
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令
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日

　

主
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
根

　
岸

　
茂

　
夫

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
吉

　
岡

　
　
　
孝

　
㊞

　

副
　
査

　
　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授
　
　
大

　
友

　
一

　
雄

　
㊞

　

副
　
査

　
　
一

橋

大

学

教

授
　
　
渡

　
辺

　
尚

　
志

　
㊞
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榎
本

　
博

　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
四
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士
（
歴

史
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
令
和
元
年
十
二
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
根
　
岸
　
茂
　
夫
　
㊞
　

副
　
査
　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
吉
　
岡
　
　
　
孝
　
㊞
　

副
　
査
　
　
総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授

　
　
大
　
友
　
一
　
雄
　
㊞
　

副
　
査
　
　
一

橋

大

学

教

授
　
　
渡
　
辺
　
尚
　
志
　
㊞
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